
「中津市地域通訳案内士」申請等提出書類一覧表 

申 請 区 分 新規登録 変更の届出 
再交付 

備考 
亡失 著しく損じた 

①登録申請書 

（第十一号様式） 

〇    注１ 

②登録事項変更届出書 

（第十三号様式） 

 〇    

③登録証再交付申請書 

（第十四号様式） 

  〇 〇  

④健康診断 〇    日本国の医師による診断によるもの 

⑤修了証明書の写し 〇  〇 〇  

⑥履歴書 〇    市販の用紙。写真不要。 

注２ 

⑦写真(2 枚) 〇 〇 〇 〇 最近 6 月以内に撮影した無帽、 

正面、上半身、無背景の縦 3.0 ㎝×横 2.5 ㎝、台紙を付け

ないもの。裏面に氏名記入。 

⑧印鑑 〇    認印可、ｼｬﾁﾊﾀ不可 

⑨中津市地域通訳案内士

登録証 

 〇  〇  

⑩当該変更が行われたこ

とを証する書面 

 〇   住民票、戸籍抄本、健康保険証など 

注３ 

⑪代理とする権限を付与

したことを証する書面 

〇     

⑫代理人が法人の場合は、

定款又は寄付行為及び登

記事項証明書 

〇     

⑬代理人の契約書 〇     

注１ 新規登録申請は登録を受けようとする者本人が中津市観光推進課の窓口で行うこと。 

注２ 次の欠格事由に該当していないことを確認後、履歴書の賞罰欄に欠格事項に該当していない旨を記載すること。 

〔例：「通訳案内士法第五十六条の欠格事由には該当しません。」〕 

 

 

 

 

 

 

注３ 住民票等の提出が必要な場合があること。 

注４ 非居住者とその代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面を添付すること。 

※  郵送による登録証の受け取りを希望する者は、返信用封筒（定型郵便物に該当するもの）に宛先を記入し、 392 円分（簡易書留）の切手を

貼り付け、提出書類に添付すること。 

≪申請・問合せ先≫中津市役所 観光推進課 

〒８７１－８５０１中津市豊田町１４番地３ ℡０９７９－２２－１１１１内線３９１ ＦＡＸ０９７９－２４－４０２０ 

登録を受けようとする者

が日本国外に居住してい

る（非居住者）場合に限る 

注４ 

通訳案内士法 

（欠格事由） 

第五十六条次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。 

一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの 

二 第二十五条（次条において準用する場合を含む。）の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から二年を経過しない者 


